
(別紙2）

令状の有効期間一覧表

令状の有効期間が問題となるのは，特に月末に請求された場合である。

月末に請求された場合における有効期間の満了日は，下表のとおりである。

（法551本文，Ⅱ民法139, 140, 143Ⅱ本文， 同ただし書き）
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